
入力が終わったら、     をク

リックしてください。

相続 と 、相続が した に、

で相続 と る き をいいます。

、 と と がいる に 、

と が 相続 と ます 贈与税の相続時精算

課税 で 、贈与を受けた の で

の で る 相続 が と

ますので、この に と について を

受けることができます。 。

の で の 贈与 の 相続

と った方 、 の 相

続 と った 相続

と った を入力してくださ

い。

に の 贈与 らの贈与につい

て、相続時精算課税の を受けたことが

る方 、 の に 贈与 ら贈与を受

けた財産 相続時精算課税の を受けた財

産に ます。 の について入力し

てください。

税 を 用する場合

贈与 財産を た方 の

リ 、 、 続 を

入力 するとともに、 の

について い いい を

してください。

した内容に基づき、 贈与 が

される方 財産を した方 の で

る します。

参考

の贈与がある の 贈与  の に ては を て 。

で する場合は、

C

事
例
４

用

、 用 、 の した
、 、 の 、

し し
の 要 、 し
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贈与を受けた財産の 、 細 、

分 、 を 入力 し

てください。

この で 、贈与を受けた財産 と

ですので、 に に する を入力し

ま す。 に つ い て

、 細 について 、 分

について を

し、 を入力します。

贈与を受けた を してください。

贈与 ら にも財産の贈与を受けてい

る に 、 をクリックし、 の

に 贈与を受けた財産の入力を ってくだ

さい。

この で 、 に する を て入力

し、 をクリックした 、 に

する を入力します。 について

、 細 について を

し、 分 について

の 、 について 金

の 、 財産の について

、 財産の について の た

の を入力します。

る に 、

入力が終わったら、 をクリッ

クしてください。

贈与を受けた財産の について

を した 、 産税

額 に の 産 額を入力しま

す。 分 分が る に い

を 、 分 を入力します。 産税

額に ける に 産税 額を

基として する について、

産税 額に ける の を入力します。

参考

として、 を の の

に た で した の 額と

ます。贈与財産の について

を してください。

贈与を受けた財産の 、 分 分

が る 、 を入力してください。

入力 計算 をクリックすると、

財産の 額 に に計算 が表示され

ます。

この で 、 に に する を入力

します。 財産の について の を、

た の を入力します。

として、 を の の

に た で した の 額と

ます。贈与財産の について

を してください。

 算

事
例
４
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贈与 ら の財産の贈与を受けて

いる に 、

をクリックすることに 、 の が表示さ

れますので、 に入力してください。

の で入力した内容が表示されま

すので、確認してください。

、 をクリックする

ことに 、入力内容の 除ができま

す。

  

の 贈与 ら贈与に 財産を し

ている に 、 をクリック

することに 、 の が表示されますの

で、 に入力してください。

ている に 、 をクリック

て の 財 産 の 入 力 が 終 わ っ た ら 、

をクリックしてください。

確認が終わったら、 をクリッ

クしてください。

の贈与 課税 の財産を入力する

に 、 をクリックしま

す。

贈与税の 控除の

の を受ける財産を入力する に 、

をクリックします。

、 産 を入力して 明書

の を する に 、 て ック

ック を ックします。

金の 課税 の

を受ける金額を入力する に 、

をクリックします。

事
例
４
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➏

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

贈与を受けた財産について入力した内容に

基づく金額が表示されますので確認してくだ

さい。

➎

相続時精算課税の適用を受ける場合には、

期限内申告が必要です。

ご注意ください

贈与税額が０円であっても、

をクリックすると、相

続時精算課税の計算明細書を確認することが

できます。

相続時精算課税分に係る外国税額の控除額

を入力される方についても、

をクリックしてください。

事
例
４
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
４

3

3 6 0 0 8 2 8

板橋

オツサ ワ゛ コ

×××

板橋区○○△丁目×番×号

乙沢  花子

××× ××××××× ××××

4 2 24

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0

4 8 0 0

△ △ △ △ × × × × × × × ×
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㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

事
例
４

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 に加えて、「相

出書」（73 参 ）の 出 となります。

（62

）

□

乙沢  花子

乙沢  陽子

豊島区○○△丁目△番△号
土地

有価証券
○○
株式会社上場株式等

宅地 自用地

板橋区○○△丁目×番

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

86.50㎡

5,000株 290

300,000

3

オツサ゛ワ ヨウコ

4

3 1 2 0 1 1 0

0 3
2 5 9 5 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 4 0 0

0

4 8 0 0

4 8 0 0

0 0

0 0

0

0

1 4 5 0 0 0 0

0 7 0 3

0 3 1 0 1 6

3

3 6 0 0 8 2 8

板橋

オツサ ワ゛ コ

×××

板橋区○○△丁目×番×号

乙沢  花子

××× ××××××× ××××

4 2 24

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0

4 8 0 0

△ △ △ △ × × × × × × × ×
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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4 2

3

24

60 8 28

12 101

孫

×××-×××× ××× ××× ××××

板橋

板橋区○○△丁目×番×号

豊島区○○△丁目△番△号

乙 沢　花 子
オツザワ　 ハナ コ

乙 沢　陽 子
オツザワ　　ヨウ  コ

財産の 、 た財産

し の 、 、 し

の し

要 、 した

  し

要

（

（ ）

）

人

人

この は、 年 に贈与を受けた財産に対して相 を すること できる どう

について な 目を したものです。この 欄の のみに ある場合には、原 として相

を すること できます。

1 贈与者は、 36 年 に生まれた です 。

2 あなたは、 13年 に生まれた です 。

3 
あなたは、贈与を受けた 現 に いて贈与者の

又は です 。

  

相 （62 の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」

を含みます。）の適用を たに受ける場合（ の（ ）の（注2）参 ）には、相

出書に の書 （贈与を受けた に作 されたものに ります。）を添付して 出しなけれ

ばなりません。

添 付 書

（注） 受贈者 相 出書を 出する に している場合の 出書 については、 に

ください。

当する を で んでください。

分 の

の 類

  

（注）1 住宅取得等のた の金銭の贈与を受けた で、その贈与者 3 年 に生まれた の場

合には、「 年 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例 の

」（ 又は 参 ）を 用してください。

　　 2 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）又は「 の事業用資産に

ついての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合は、 の を たさない場合であっ

ても相 の適用を受けること できます。「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の

特例 の 」又は「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除 の

」（ に 載）を せて 用してください。

の の その他の書 で、 の内容を証する書

　受贈者の 名、生年

　受贈者 特定贈与者の である 定相 又は であること

(注 1　 「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈者

特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例受贈事業用資産の取得を

したことを証する書 」となります。

　　2　 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈

者 特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例対 受贈 上場株式等

の取得をしたことを証する書 」となります。

産取得

取得した 産の の

、 産取得 の し

取得した 産の の 、 産取得

し
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34

4 2

3

24

60 8 28

12 101

孫

×××-×××× ××× ××× ××××

板橋

板橋区○○△丁目×番×号

豊島区○○△丁目△番△号

乙 沢　花 子
オツザワ　 ハナ コ

乙 沢　陽 子
オツザワ　　ヨウ  コ

財産の 、 た財産

し の 、 、 し

の し

要 、 した

  し

要

（

（ ）

）

人

人

事
例
４

この は、 年 に贈与を受けた財産に対して相 を すること できる どう

について な 目を したものです。この 欄の のみに ある場合には、原 として相

を すること できます。

1 贈与者は、 36 年 に生まれた です 。

2 あなたは、 13年 に生まれた です 。

3 
あなたは、贈与を受けた 現 に いて贈与者の

又は です 。

  

相 （62 の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」

を含みます。）の適用を たに受ける場合（ の（ ）の（注2）参 ）には、相

出書に の書 （贈与を受けた に作 されたものに ります。）を添付して 出しなけれ

ばなりません。

添 付 書

（注） 受贈者 相 出書を 出する に している場合の 出書 については、 に

ください。

当する を で んでください。

分 の

の 類

  

（注）1 住宅取得等のた の金銭の贈与を受けた で、その贈与者 3 年 に生まれた の場

合には、「 年 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例 の

」（ 又は 参 ）を 用してください。

　　 2 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）又は「 の事業用資産に

ついての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合は、 の を たさない場合であっ

ても相 の適用を受けること できます。「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の

特例 の 」又は「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除 の

」（ に 載）を せて 用してください。

の の その他の書 で、 の内容を証する書

　受贈者の 名、生年

　受贈者 特定贈与者の である 定相 又は であること

(注 1　 「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈者

特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例受贈事業用資産の取得を

したことを証する書 」となります。

　　2　 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈

者 特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例対 受贈 上場株式等

の取得をしたことを証する書 」となります。

産取得

取得した 産の の

、 産取得 の し

取得した 産の の 、 産取得

し
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